


地区計画とは､一定範囲の｢まちづくりのルール｣のことで､住民と市が協力しあってルールを定め､計画的に

環境の良い住宅地や商業地などを配置していくものですo

市役所周辺地区は､市民会館､体育館な

ど公共施設が集中しており､その周辺に新

しい市街地が形成されています｡

この地区では､地区計画制度を利用して､

右図のような地区ごとに､まちづくりの目

標を決めています｡
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A ･ B ･ C地区で建物を建てるときには､次のようなルールがあります｡

澗両肩両面嘩> lB◎ ◎耶
建物の最高高さを1 5mに制限し､日当たりやプライJ (シー

を守ることにより､快適な居住環境を考慮したまちづ

くりを進めていきます｡
15m

洪A地区では1 0mの高さ制限があります｡

> ⑳o軌匡
用途地域の制限にカ月え､地区によっては､ボーリング場､

スケート場など特定の用途の建物が建てられませんC

トoo◎旺
①建物の屋上には､広告塔､広告板及び案内板は設置

できません｡

②A地区では､自己の広告物以外は設置できませんo



慌諾監> ㊨-匡
建物は隣地から1 0m以上.道路から1 5m以上後退さ

せなければなりません｡

ただし一定規模以下の車庫､物置は制限されませんo
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建てられない範囲

建てられない範Eil

> ⑳0◎.E

敷地を200ni未満に細分化して建物を建てることはで

きませんo

[芸蒜空軍竺二> oo◎地区

道路に面して作ってよいもの

●生け垣､透視可能なフェンス等

隣地に面して作ってよいもの

●生け垣､フェンス等

作ってはいけないものの例

●コンクリートブロック造り

●補強コンクリートブロック造りなど

ただし､門と門の袖､コンクリートの基礎部分につい

ては制限されません｡

基礎の高さ50cnl以内

巨地盤の高さ　-00◎拡
現況の地盤の高さの変更は､隣の土地への影響が考え

られるので､行わないようにしましょう｡ただし､庭の

修貫､車庫等の出入りのための変更はこの限りではあ

まちづくりの方針に沿ってA I B ･ C地区では､現行の用途地域による制限に加え､次のようなまちづくりのルー

ルを定めています｡

:<　　　>;　　　道路

㊨ (道路境界からの)建物の後退@ (隣地境界からの)建物の後退

敷地

@最旺敷地朋(建物敷地の面積の制限)



蜘　　虹　　セ　ロ　A地区●事14別良さ書用地域

白雲呈ETR.票差三広告物は設

B地区一第l種住居地域　　　　　　C地区●井2書住居地蝿

約4.3ha　　　　　　　　　　　　　　約1.4ha

ポーリング場､スケート喝､ホテル､　ポーリンク場､スケート等､マージャ

自動車教習所､畜舎等(注1)　　　　ン屋､パチンコ屋､自動車教習所､

畜舎等(注1)

(注3)④⑧⑬㊦㊦の項目については､市の建築条例(罰則現定あり)に定められていますo
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①建物の新築､増改築

②門･塀･車庫･物置等の設置(かき･さくの建造も含む)

(卦よう壁等の=作物の新設･改造

④土地の区画形質の変更など

A ･ ら ･ C地区では建物等の新築､増改築を行う前に

次のような手寿売さが必要となりますo
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方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_　　-　､

①届出期限:工事着手の30日前まで　②届出窓口:湖西市役所都市住宅課(届出用紙は用意してあります｡ )

適切な都市機能と健全な都市環境を確保するため､建物用途の制限､建物高さの最高限度､最低敷地規模､建物

の後退､かき･フェンス等の構造の制限について建築条例を定めています｡

詳細については気軽に市役所の都市住宅課に聞いて下さい｡
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